
（令和６年 ６月 １日現在）

１ 当事業所のご利用にあたり

その契約についての重要事項を説明致します。

２ 当事業所の概要

① 名　　　　　称 医療法人真生会 訪問リハビリテーション 向日かいせい

② 所　　在　　地 〒６１７－０００１ （主たる事務所）

京都府向日市物集女町中海道９２番地の１２

〒６１７－０８２６ （長岡出張所）

京都府長岡京市開田４丁目２２－２２　アグラード長岡京１０１号室

③ 開　　設　　者 医療法人真生会　　理事長　岩　井　直　躬

④ 管　　理　　者 赤 松　友 里

⑤ 職　　　　　員 常　勤　医　師 　５名以上
理 学 療 法 士 １０名以上
作 業 療 法 士 　２名以上
言 語 聴 覚 士 　１名以上

⑥ 電　話　番　号 (直通) ０７５（９２４）２７７７ (主たる事務所)
(代表) ０７５（９３４）６８８１ (医療法人真生会向日回生病院)
(直通) ０７５（９５２）７３１７ (長岡出張所)

⑦ ＦＡＸ　番　号 (直通) ０７５（９２４）２６７７ (主たる事務所)
(直通) ０７５（７５４）７３１６ (長岡出張所)

⑧ 指定事業所番号 京都府 第２６１３１００９８７号

⑨ 営　　業　　日 月 曜 日～土 曜 日
（休 業 日：日曜日、祝日、年末年始(１２月３０日～１月３日））

⑩ 営　業　時　間 月曜日～金曜日 午前９時００分～午後５時００分
土曜日 午前９時００分～午後０時３０分

⑪ 通常の営業範囲 京都府向日市全域、京都府長岡京市全域
乙訓郡大山崎町全域
京都市西京区全域
京都市南区（桂川以西の久世地区）

３ 事業の目的

４ 事業の方針

①

②

５ 事業の内容

医療法人真生会訪問リハビリテーション 向日かいせい　重 要 事 項 説 明 書

介護保険制度上、医療法人真生会訪問リハビリテーション向日かいせい(以下、事業所という)
のご利用には、利用者様と当事業所との契約が必要となります。

事業所は、介護保険法などの関係法令に従い、要介護状態と認定された心身に障害のある利用
者様に対し、医師の指示に基づき、その利用者様が有する能力に応じて、可能な限り日常生活
の改善、あるいは利用者様の心身の維持向上を図ることを目的に、訪問リハビリテーション
サービスを提供します。

事業所は、「患者本位の医療と介護」を基本理念と掲げ、利用者様や利用者ご家族の希望
にそって、訪問リハビリテーションの実施を行います。訪問リハビリテーションは、利用
者様の生活の質を重視し、利用者様が可能な限り居宅において、その有する能力に応じた
日常生活ができるよう、身体機能や日常生活動作の維持向上を図るものとします。

事業所は、訪問リハビリテーションの実施にあたって、地域の医療・介護・保健・福祉
サービスを提供する関連機関との密接な連携に勤め、その協力と理解のもとに適切な運営
を図るものとします。

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が利用者様のご自宅等を訪問し、利用者様の日常生活
がより改善されるように、病状や障害の評価、寝返りや歩行などの基本動作訓練、日常生活動
作などの応用動作訓練などを、医師の指示に基づき行います。



６ 事業の提供方法

①

②

③

④

７ 個人情報保護並びに秘密の保持

①

②

③

８ 利用料金等

①

②

③

④ 事業所の算定条件

＜基 本 料 金＞

円
○ 円 ※

円
円
円 ※
円
円
円 ※
円
円

○ 円 ※
円
円
円 ※
円
円
円 ※
円
円

○ 円 ※
円
円
円 ※
円
円
円 ※
円

６０ 分

533     
1,066   
1,599   

800     
1,599   
2,399   

６０ 分
924     

1,847   
2,771   

４０ 分

800     

４０ 分
616     

1,232   
1,847   

２０ 分
308     

予防訪問リハビリテーション 298 単位 616     
924     

２０ 分
267     

訪問リハビリテーション (減算) ２５８ 単位 533     

1,909   

６０ 分
955     

1,909   
2,864   

637     
955     

４０ 分
637     

1,273   

実施時間 自己負担額 備考

２０ 分
319     

訪問リハビリテーション ３０８ 単位

利用者様の個人情報は、別表に掲げる目的に利用されます。上記利用目的以外に利用者様
の個人情報を利用する場合は、書面により利用者様の同意をいただくことと致します。

事業所は、サービスの対価として、介護保険制度の定める単位数に基づいて算出された金
額を請求いたします。
利用者様は、現金または郵便局からの引き落としによって、請求された金額を支払うもの
とします。

介護保険制度の変更等で、料金設定の変更があった場合は、変更した内容を説明し、書面
にて提示させていただきます。その際は、新たな料金設定に基づくサービス変更合意書を
交わし、利用者の了承を得られてからサービスを継続させて頂きます。

事業者の交通費については、通常実施地域内及び実施地域外とも徴収しません。
通常実施地域を越える場合、原則的に訪問はできませんが（他の近隣事業所を紹介させて
いただきます）当事業所で訪問させていただく場合は、要相談とさせていただきます。

地域区分：６級地（１単位 １０.33円）単位数・支払い料金概算額（１回２０分あたり）

（※上段：１割、中段：２割、下段：３割）

訪問リハビリテーションは、主治医から３月以内に発行された情報提供書に基づいて、当
院医師の指示のもとに提供いたします。そのため、利用者は、３月に１回は主治医及び当
院医師の診療が必要となります。

利用者に主治医がいない場合は、医療法人真生会の医師が主治医とならせていただきま
す。

リハビリテーションは、２０分ごとで行うものとし、病状や環境を踏まえての機能訓練な
ど、利用者の状態に合わせ最大６０分まで行えるものとします。また、その場合２０分を
１回とし、４０分を２回分、６０分を３回分とします。

提供期間は、基本的に３ヶ月としますが、病状・障害の観察および評価により、延長を必
要とされる場合は、訪問リハビリテーションの提供を継続します。

事業者は、個人情報保護法を遵守して、サービスを提供する上で知り得た利用者様および
利用者ご家族に関する情報を、許可無く発表、公開、漏洩、利用致しません。この守秘義
務は本契約終了後も同様です。

前項に挙げた諸情報を管理上やむを得ず電子媒体で記録し文章等で保管する場合は、常に
細心の注意を払い、個人情報保護法の規定を十分に留意した取り扱いを心掛けます。



○ 円
円 ※
円
円
円 ※
円
円
円 ※
円

1,537   

769     

６０ 分
769     

1,537   
2,306   

４０ 分
513     

1,025   

介護予防訪問リハビリテーション ２４８ 単位
２０ 分

257     
(減算) 513     



＜加 算 料 金＞

〇
※

〇
※

○
※

○
※

○

○
※

○
※

○
※

○ 口腔連携強化加算
※

○

○
※

９ 事業所の利用にあたっての連絡事項

① 利用者様の病状に急変等があった場合。

② 扶養者（代理人）様に変更があった場合。

１０ 緊急時の対応

１１ 事故発生時の対応

１２ 賠償責任

１３ 契約に定めのない事項

退院時共同指導加算 ６００ 単位 620     円／日
1,240   円／日

744     円／日

週
２回
まで

1,860   円／日

退院
後
１回
のみ

35      円／日
53      円／日

単位 248     円／日

（退院・退所・介護認定日から３ヶ月以内） 496     

（退院・退所・介護認定日から３ヶ月以内） 496     円／日

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ３ 単位 3       円／回

13      円／回
19      円／回

介護事故防止に努め訪問リハビリテーションサービスを提供しますが、万一事故が発生した場
合、利用者様の家族、利用者様に係る居宅介護支援事業所（介護予防にあたっては、地域包括
支援センター）へ連絡し､状況に応じて行政機関､医療機関､各サービス機関等に連絡し迅速か
つ適切に対応します。

当事業所は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者様の生命・
身体に損害を及ぼした場合は、利用者様に対してその損害を賠償します。

この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、
双方が協議のうえ対策を講じます。

-93     円／回

下記の事項がございましたら、速やかに事業所へご連絡ください。

事業所は、訪問リハビリテーションサービスの提供実施中に、利用者の病状に急変その他緊急
事態が生じた時は、速やかに主治医あるいは利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所
（介護予防にあたっては地域包括支援センター）へ連絡し適切な処置を講じます。
医療的ケア（人工呼吸器）を必要な利用者に関しては、家族・介護者の同伴を基本とします。

介護予防長期減算（１２ヶ月超） -31     円／回
－３０ 単位 -62     円／回

５０ 単位
104     円／月
155     円／月

52      円／月

移行支援加算 １７ 単位 18      円／日

440     円／月
660     円／月

372     円／月
558     円／月

リハビリテーションマネジメント加算　ロ ２１３ 単位 220     円／月

円／日
744     円／日

リハビリテーションマネジメント加算　イ １８０ 単位 186     円／月

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２００

（退院・退所・介護認定日から３ヶ月以内） 414     円／日
620     円／日

介護予防短期集中リハビリテーション加算 ２４０ 単位 248     円／日

短期集中リハビリテーション加算 ２００ 単位 207     円／日

6       円／回
9       円／回

自己負担額
サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６ 単位 7       円／回



１４ 相談､要望､苦情等の対応

相談・要望・苦情窓口

窓   口   担   当   者 管理者　赤　松　　友　里
電　話 (直通) ０７５（９２４）２７７７(主たる事務所)

０７５（９５２）７３１７(長岡出張所)
(代表) ０７５（９３４）６８８１(医療法人真生会向日回生病院)

ＦＡＸ ０７５（９２４）２６７７(主たる事務所)
０７５（７５４）７３１6(長岡出張所)

苦情・相談・要望の窓口の受付時間
営業日時 月 曜 日～土 曜 日

（休 業 日：日曜日、祝日、年末年始(１２月３０日～１月３日）
　　月曜日～金曜日 午前９時００分～午後５時００分
　　土曜日 午前９時００分～午後０時３０分

◎ 役所（行政）等への苦情及び相談ごとは

京都府健康福祉部介護・地域福祉課　地域・福祉担当
電話 ０７５－４１４－４６０５（直） （平日　8：30～17：15）

京都府高齢者情報相談センター
電話 ０７５－２２１－１１６５（直） （平日　8：30～17：00）

京都市保健福祉局　健康長寿のまち・京都推進室　介護ケア推進課
電話 ０７５－２１３－５８７１（直） （平日　8：30～17：30）

京都府医師会
電話 ０７５－３５４－６１０１（代）

京都府国民健康保険団体連合会　介護相談窓口 （平日　9：00～17：00）
電話 ０７５－３５４－９０９０（直）

向日市　　　高齢介護課
電話 ０７５－９３１－１１１１（代） （平日　8：30～17：15）

長岡京市　　介護保険係
電話 ０７５－９５５－２０５９（直） （平日　8：30～17：15）

大山崎町　　健康課高齢介護係
電話 ０７５－９５６－２１０１（代） （平日　8：30～17：15）

京都市　区役所
・西京区役所　健康長寿推進課　高齢介護保険担当

電話 ０７５－３８１－７６３８（直） （平日　8：30～17：00）

・西京区役所洛西支所　健康長寿推進課　高齢介護保険担当
電話 ０７５－３３２－９２７４（直） （平日　8：30～17：00）

・南区役所　健康長寿推進課　高齢介護保険担当
電話 ０７５－６８１－３２９６（直） （平日　8：30～17：15）

その他、各区役所の福祉介護課　介護保険係までご相談下さい。

当事業所では、高齢者の皆様が住み慣れた家庭や地域で穏やかに暮らしていただくため、医学
的管理の下における看護、介護その他日常的に必要とされる医療等のサービス提供に日々努力
しています。利用者様並びに介護者様が当事業所に対しての苦情やご不満がございましたら、
ささいな事でもかまいませんので、当事業所へお申し出下さい。

医療法人真生会向日回生病院内 訪問リハビリテーション事務所

以　上



事　業　者
＜事業者名＞ 医療法人真生会訪問リハビリテーション向日かいせい

（指定番号：２６１３１００９８７）

＜所 在 地＞ 〒６１７－０００１
京都府向日市物集女町中海道９２番地ノ１２

＜管 理 者＞

＜説 明 者＞

利　用　者
＜住　　所＞ 〒

＜氏　　名＞

代　理　人
＜住　　所＞ 〒

＜氏　　名＞
（続柄：　　　　　　　　）

（署名または記名押印）

㊞

㊞

令和　　　年　　　月　　　日

　当事業者は、重要事項説明書に基づいて、訪問リハビリテーションのサービス内容および重要事項を
説明しました。

赤　松　　友　里 ㊞

　私は、重要事項説明書に基づいて、訪問リハビリテーションのサービス内容および重要事項の説明を
受け、同意したうえで受領しました。


